
経済財政運営と改革の基本方針2014～デフレから好循環拡大へ～（抄） 

第３章 経済再生と財政健全化の好循環 

１．経済再生と財政健全化の両立に向けた基本的考え方 

 国・地方を合わせた基礎的財政収支について、2015年度までに2010年度に比べ赤字の対ＧＤＰ比を半減、2020年度までに黒字化、
その後の債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指す。 
  「中期財政計画」にのっとった歳出の徹底した重点化・効率化などの収支改善努力を継続し、まずは2015年度目標の着実な達成を
目指す。 
 2020年度の基礎的財政収支の黒字化に向けては、2015年度予算編成等を踏まえ、具体的な道筋を早期に明らかにできるよう検討
を進める。経済再生の進展を確かなものとしつつ、収支改善が可能なときにはできる限りの改善を図る。 

（当面の財政健全化目標に向けて） 

（３）地方行財政制度 

（基本的な考え方） 
 経済再生の進展を踏まえて、リーマンショック後の危機対応モードから平時モードへの切替えを進めていく。経済再生と財政健全化
の両立を実現するためには、地域が自らの将来を見据え、地域の活性化、行財政サービスの効率化、公共施設等の統廃合、都市機
能の集積化、財源確保に向けて、積極的に努力していくとともに、人口減少等の経済社会構造の変化に円滑に地方公共団体が対応
できるような環境整備や地方財政の健全化に向けた取組を加速して進めていく。 

２．主な歳出分野における重点化・効率化の考え方 

 経済再生なくして財政健全化はない。また、財政健全化なくして経済再生はない。このため、経済再生と財政健全化の好循環構築が
不可欠である。財政健全化については、歳出・歳入両面の最大限の努力により、現下の著しく悪化した財政状況が経済再生の進展を
損なうことがないようにするとともに、高齢化に伴って裁量的経費が相対的に縮減していく中で、より効果的に成長・発展に資する歳出
となるよう重点化・効率化を図る。歳入面でも、成長志向型の税体系を目指していくという観点から取り組んでいく。 

（平成26年6月24日閣議決定）   



第４章 平成27年度予算編成に向けた基本的考え方 

２．平成27年度予算編成の基本的考え方 
 平成27年度予算については、本基本方針、「『日本再興戦略』改訂2014」、「中期財政計画」を踏まえ、平成26年度予算に引き続き、
民需主導の経済再生と財政健全化目標の双方の達成を目指し、無駄を排除し、厳しい優先順位付けを行い、メリハリのついた予算と
する。 

（地方財政改革の推進） 
 「中期財政計画」に定められた方針に基づき、必要な地方の一般財源総額を確保しつつ、地方の税収動向等も踏まえて、できる限り
早期に財源不足の解消を目指し、地方財政の健全化を図る。 
 歳入については、地域再生の進展を確かなものとしながら、地方税の増収を図る。また、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地
方税体系の構築を進める。歳出については、国の取組と基調を合わせ、地方財政計画の計上の見直しを行いつつ、必要な課題の財
源を確保するなどメリハリを効かせて重点化・効率化を図る。 
 公営企業等については、公営企業の経営に係る新たな考え方や第三セクター等の経営改革に関するガイドラインを示すことを始め
適切な支援を行い、公営企業・第三セクター等の徹底した効率化・経営健全化を図る。 
 「公立病院改革プラン（５か年計画）」に基づく取組の成果を総務省・厚生労働省が連携して評価した上で、地域医療構想の策定に合
わせ、今年度中に、新たな公立病院改革ガイドラインを策定する。 

（地方財政の透明性・予見可能性の向上による財政マネジメントの強化） 
 以下の取組を促進し、地方公共団体に関する財政マネジメントの強化を図る。 
・ 公共事業の施行状況について、地方公共団体の予算額、契約済額及び支出済額を四半期毎に公表するほか、一般行政経費等 
 の決算状況の開示の充実を図るなど地方財政について分かりやすい情報開示を更に進める。 
・ 各地方公共団体の財政状況が一層比較可能となるよう、統一的な基準による地方公会計の整備を促進する。あわせて、ＩＣＴを 
 活用して、固定資産台帳等を整備し、事業や公共施設等のマネジメントも促進する。 
・ 現在、公営企業会計を適用していない簡易水道事業、下水道事業等に対して同会計の適用を促進する。 
・ 公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点に立って、更新・統廃合・長寿命化など総合的かつ計画的な管理を行うため、 
 各地方公共団体における「公共施設等総合管理計画」の策定を促進する。 

（元気な地方を創るための取組の推進） 
 「集約とネットワーク化」の考え方に基づき、相当の人口規模と中核性のある都市が近隣市町村と有機的に連携し地域の活性化を図
るため、地方中枢拠点都市圏や定住自立圏を形成し、圏域全体の経済成長の牽引、高次の都市機能の集積、生活機能サービスの
確保・向上といった取組を推進するとともに、条件不利地域における市町村・都道府県の連携の取組を推進する。また、広域化に伴う
役割分担や費用分担の成功事例を分析し、横展開を促進する。 
 地方交付税において地域経済活性化の財政需要を算定する「地域の元気創造事業費」を通じて、頑張る地方を息長く支援する。 
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